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◆本書のあらすじ 

第 1 章は「修訂法律館と京師法律学堂の成立」と題し、清末に進められた法制度の

近代化事業の中心的事務を担当していた修訂法律館、法律近代化後にその実施の推進役

を担当する法曹関係者の教育育成を務める京師法学堂の成立経緯について検証するも

のである。本書の主人公たちが清末の法律近代化のために活躍していた舞台について紹

介する必要からこれを設けたわけである。 

第２章は「日本人教習、法律顧問の招聘経緯―梅謙次郎、岡田朝太郎、小河滋次郎、

志田鉀太郎を中心に」と題し、京師法律学堂から法学教習、修訂法律館から法典編纂「調

査員」として招聘された、または招聘される予定の日本人顧問の招聘経緯を巡り検証を

加えたものである。長い間、梅謙次郎が中国からの招聘を受けて法典の起草編纂に取り

組んだという話が伝えられているが、実際には中国に赴任していなかった。この経緯は

ここで明らかにされる。 

第３章は「松岡義正の招聘について」と題する。これは本来第 2 章で取り扱うべき

内容であるが、本書が検証する重点を松岡義正に置き、彼が他の顧問と較べれば殆ど無



視されてきた事実に加え、彼は学士学位程度の人物であるにもかかわらず、なぜ民法、

民事訴訟法という重要な法典の起草、編纂の担当者として招聘されたのかにつき独立し

た一章を設け、究明する必要があるのではないかと考えたわけである。 

要するに、修訂法律館や京師法律学堂の創立、そしてその機関に賦与された事業は

前人未到の事業である。一方、既存法の見直し、新しい法律の編纂事業を遂行するため

に時間が切迫しているのに対し、修訂法律の館員たちには伝統的法律の知識に蓄積が多

い者がいるが、近代化法典の起草・編纂においてはどこから手をつけるべきかを知らな

い。また、館員の中には海外留学、特に日本留学を経験した若者も少なくなかったが、

法的知識が不完全であることや法律編纂の経験の乏しさから、このような重責を担うこ

とは困難であった。このジレンマを解決する方法は、外国から専門家を顧問と教習に迎

えるほかない。清朝廷はすでに憲政推進の見習いの対象を日本と決めていたので、これ

らの顧問や教習も日本から採用するしかなかった。しかし、上記の京師法律学堂の教習

と修訂法律館の「調査員」の 4人、岡田朝太郎、松岡義正、小河滋次郎、志田鉀太郎が

どのように中国に応募し、どのような目的で招聘されたかの経緯については、これまで

系統的かつ専門的な研究が見当たらなかった。この２章を通して、この謎を解くことに

焦点を当てる。 

第 4 章は「京師法律学堂における日本人教習の教育活動」と題する。新しい法典が

制定された後、効果的に施行されるように、修訂法律館の主導で創立された京師法律学

堂において、日本人教習は、法曹実務者の予備軍に対し、どのような教育活動を展開し、

学生たちはどのようにして新しい近代的な法律知識および新しい法律を施行する能力

を身につけるのかを概観しておきたい。 

 第 5 章は「京師法律学堂における民事関係法学の教育と松岡義正」と題する。こ

の 4人の教習兼法律編纂顧問のうち、松岡義正は最も知名度の低い人物である。彼が中

国滞在中にどのような事業に取り組み、どのような役割を果たしたのか、知る者は極め

て少なく、世間から忘れられた存在だと言っても過言ではない。そのため、本章は松岡

義正に重点を置き、「興滅継絶」（滅亡した国を復興し、絶えた家を継ぐ）の意味で紹介

している。この中で、松岡義正が担当していた民事関係法の講義について、当時在学中

の学生が聴講した記録を用いて編集・出版された講義教材を通して、民法総則、物権法、

債権法、民事訴訟法、破産法の順に紹介・検証し、松岡の講義の特徴や教え方について

知ることができた。また、松岡が中国の民事関係法の教育の発展のためにどのような役

割を果たし、貢献したかを評価し、松岡が中国の民事法律教育の規範化の基礎を打ち立

て、中国の民事法律教育のために系統的な教科書を残すなど多くの方面で貴重な貢献を



したとの結論を得た。 

 第 6章は「『大清民事訴訟律草案』の編纂と松岡義正」と題する。学者たちは歴史

に残された史料の研究と考課を通じて、岡田朝太郎と大清刑律、大清刑事訴訟律、小河

滋次郎と大清監獄律、志田鉀太郎と大清商律などの法典の編纂関係について、今まで刊

行された研究論文等により、彼らが中国の法律近代化に貢献したことが肯定的に評価さ

れている。しかし、大清民律、大清民事訴訟律などの民事関係法の起草・編纂に取り組

んだ松岡義正は、ほとんど言及されていないようであり、特に大清民事訴訟律草案の起

草について松岡の役割に懐疑的な学者さえいた。 

この結果に至った理由として、以下のことが考えられる。まず、修訂法律館と松岡

自身および他の参加者たちがその事業に取り組んだ証拠を残していない。次に、清王朝

の突然の崩壊により、当時、修訂法律館が編纂した民事法典の原始資料の行方が不明に

なった。最後に、近代民事関係法は中国の伝統法系の中で独立した地位がないこと。特

に中華人民共和国の樹立後から改革開放に至るまで、民事関係の法律は終始欠如してお

り、人々は民事関係法にあまり関心を持たなくなり、研究者も当然これに対して研究の

興味を示さない。 

 民事関係法は複雑であり、筆者は史料の制限を受け、更に能力不足により、松岡

と全体の民事関係法の編纂との関係を調査し検討することは難しい。それゆえ、現有の

資料を基に、迂回的に接近する手法をもって大清民事訴訟律の編纂過程における松岡義

正の果たした役割を検討することとした。従って、本章は松岡が中国に来る前に編纂に

参加し、最終稿が作成されたものの、日本帝国議会での審議には至らず、且つ、狭い範

囲でしか公開されていなかった「日本民事訴法改正草案」と「大清民事訴訟律草案」及

び当時の日本の現行の「日本民事訴訟法」との照合を通して、「大清民事訴訟律草案」

の条文の 80 パーセント以上が「日本民事訴法改正草案」に由来しており、誰もがよく

知っている現行の「日本民事訴訟法」が参考の対象物ではないことが判明した。「大清

民事訴訟律草案」は日本の現行の民事訴訟法とは多くの違いがあるため、修訂法律館の

中国人館員の創意工夫であるかのように見せかけている。そこで本章では、修訂法律館

でこの法律の起草を担当した可能性が囁かされていた中国人館員と松岡の学識と経歴

を調査し、比較してみた結果、中国人館員の中には民事訴訟法のような複雑な法律を編

纂する力を有する者がおらず、松岡義正が唯一、大清民事訴訟律草案を起草・編纂する

資格を有しているとの結論が得られた。 

 第 7 章は「日本人顧問の中国における滞在時間、待遇および評価」と題する。い

ままで、日本人顧問が中国に滞在した期間は明確ではなかった。特に松岡義正について



はさらに情報が錯綜していた。本書は公文書を調べて一つひとう明確にした。また、日

本人顧問が中国で受けた待遇について優遇されすぎたという批評がよく見受けられる。

本書は様々な視点から検証し、顧問たちが中国の法律近代化の推進、法曹実務者予備軍

の育成に果たした役割と較べれば、清政府から支給された報酬が過分に高いとは言えな

いとの結論を下した。 


